
3 源頼朝袖判下文（島津家文書、歴代亀鑑）（国宝）

３
　
源
頼
朝

み
な
も
と
の
よ
り
と
も

袖そ
で

判
下
文

は
ん
く
だ
し
ぶ
み

（
島し

ま

津づ

家け

文も
ん

書じ
ょ

、
歴
代

れ
き
だ
い

亀き

鑑か
ん

）（
国
宝
）

Ｓ
島
津
家
文
書
‐
一
‐
一
。
一
通
。
縦
三

〇
・
九
cm
、
横
四
八
・
二
cm
。

『
歴
代
亀
鑑
』
二
帖
は
島
津
家
文
書
を
代
表

す
る
手
鑑

て
か
が
み

（
書
跡
・
経
典
・
文
書
な
ど
を
貼

り
込
ん
だ
も
の
）。
源
頼
朝
・
後ご

醍だ
い

醐ご

天
皇
・

足
利

あ
し
か
が

尊
氏

た
か
う
じ

の
文
書
な
ど
一
○
七
通
を
収
め
る
。

一
七
世
紀
後
半
以
降
に
仕
立
て
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。『
大
日
本
古
文
書
』
島
津
家
文
書

之
一
に
収
め
る
。
元
暦

げ
ん
り
ゃ
く

二
（
一
一
八
五
）
年

六
月
十
五
日
源
頼
朝
袖
判
下
文
は
、
寿
永

じ
ゅ
え
い

三

（
一
一
八
四
、
元
暦
元
）
年
に
頼
朝
に
与
え
ら

れ
た
、
平
氏
か
ら
没
収
し
た
数
百
か
所
の
所

領
を
御
家
人
に
与
え
る
に
あ
た
り
、
伊い

勢せ
の

国く
に

波
出

は

ぜ
の

御
厨

み
く
り
や

の
地じ

頭
職

と
う
し
き

に
惟
宗
忠
久

こ
れ
む
ね
の
た
だ
ひ
さ

を
補ぶ

任に
ん

し

た
も
の
。
忠
久
は
島
津
氏
の
初
代
。
島
津
家

文
書
の
な
か
で
最
も
古
い
文
書
。
ま
ず
地
頭

職
を
与
え
ら
れ
る
者
の
一
行
を
抜
い
た
本
文

が
書
か
れ
、
つ
い
で
頼
朝
に
よ
り
忠
久
に
給

付
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
「
左
兵

さ
ひ
ょ
う

衛
尉

え
の
じ
ょ
う

惟
宗

忠
久
」
が
書
き
込
ま
れ
、
最
後
に
文
書
の
袖

（
右
端
）
に
頼
朝
が
花か

押お
う

（
判
）
を
加
え
た
と

考
え
ら
れ
る
。〔
参
考
〕『
大
日
本
古
文
書
』

島
津
家
文
書
之
一
、
一
号
。

〔
釈
文
〕

（
花
押

（
源
頼
朝
））

下
　
伊
勢
国
波
出
御
厨

補
任
　
地
頭
職
事

「
左
兵

　

衛
尉
惟
宗
忠
久
」

右
件
所
者
、
故
出
羽
守
平
信
兼
党
類
領
也
、

而
信
兼
依
発
謀
反
、
令
追
討
畢
、
仍
任
先
例
、

為
令
勤
仕
公
役
、
所
補
地
頭
職
也
、
早
為
彼

職
、
可
致
沙
汰
之
状
如
件
、
以
下
、

元
暦
二
年
六
月
十
五
日




